
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人航空大学校の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　　　役員報酬について、国土交通省の独立行政法人評価委員会における業績評価の結果を勘案の上、

　　職務実績に応じた額を支給することとされている。

　　　また、役員報酬のうち、勤勉手当について、役員の業績に応じ、増額又は減額できることとなっている。

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

　　　　　　国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号）に基づく

　　　　　　国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を実施した。

監事 　　　　　　 ・平成24年4月から国家公務員に準じた率（俸給月額の削減率9.77%）で、本来の支給

　　　　　　額からの減額を実施した（平成26年3月まで）。

　　　　　　 ・国家公務員の給与見直しに準拠して、平成24年3月に俸給月額を平均0.5%引き下げ

監事（非常勤） 　　　　　　た（平成23年4月分から平成24年2月分については平成24年6月の期末手当で調整）。

２　役員の報酬等の支給状況

平成２４年度年間報酬等の総額

賞
前職

就任・退任の状況
役名

他（内容）報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

13,189 9,875 3,238 76
（通勤手当）

H25.3.31 ＊

千円 千円 千円 千円

8,535 6,334 2,152 49
（通勤手当）

H25.3.31

千円 千円 千円 千円

2,631 2,631
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入している。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

監事
（非常勤）

監事

前職

法人の長

監事

監事
（非常勤）

役名
その他（内容）

法人での在職期間

法人の長

摘　　要



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　中期計画における組織運営の効率化のもと、事業運営体制の合理化・適正化を図ることにより、

　中期期間中に「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８

　年法律第４７号）に基づく 平成１８年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の人件費に係る

　取組を引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、常勤職員

　数を削減する。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　　国家公務員の給与構造改革を踏まえ、職員の給与について、必要な見直しを進める。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

　　職員の勤務成績に応じ、下記２項目について給与に反映することとしている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２４年度における給与制度の主な改正点

　特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の減額措置を講ずることとした。

　（職員について）

　　・実施期間：平成２４年４月～平成２６年３月

俸給表関係 措置 内容 事務職 級相当以下（▲ ％） 事務職 級相当（▲ ％）

　勤務評定に基づき査定昇給を実施

　勤務成績に応じて勤勉手当の支給率を加減

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

俸　給

制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

　　・俸給表関係の措置の内容：事務職２級相当以下（▲４．７７％）、事務職３～６級相当（▲７．７７％）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務職７級相当以上（▲９．７７％）

　　・諸手当関係の措置の内容：管理職手当（一律▲１０％）、期末手当及び勤勉手当（一律▲９．７７％）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域手当等の俸給月額に連動する手当（期末・勤勉手当を除く。）は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減額後の俸給月額等により算出。

　　・国と異なる措置の概要：なし

　（役員について）

　　・実施期間：平成２４年４月～平成２６年３月

　　・俸給表関係の措置の内容：（一律▲９．７７％）

　　・諸手当関係の措置の内容：期末手当及び勤勉手当（一律▲９．７７％）、特別地域手当は、減額後の

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　俸給月額等により算出。

　　・国と異なる措置の概要：なし

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

66 44.2 6,905 5,251 71 1,654
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 39.5 5,632 4,267 47 1,365
人 歳 千円 千円 千円 千円

32 47.7 8,086 6,140 85 1,946
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 42.9 6,024 4,625 74 1,399

区分

常勤職員

うち所定内人員

【給与再精査を踏まえた措置状況】
国家公務員に準拠した給与規定に基づき支給しており、引き続き、国家公務員に準じて適正な給与水準と
なるよう取組んでいる。

その他教育職種

整備・運用

事務・技術

うち賞与平均年齢
平成２４年度の年間給与額（平均）

総額



人 歳 千円 千円 千円 千円

19 49 3,821 3,463 74 358
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 30.4 2,599 2,137 78 462
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 62.6 4,877 4,877 68 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 54.5 3,846 2,955 78 891

注１：在外職員、任期付職員及び再任用職員については、該当者がいないため表を省略する。
注２：その他教育職種とは、教官のことであり、整備・運用職種とは訓練用航空機の整備・運航を管理する職員の
　　 ことである。
注３：研究職種及び医療職種については、該当者がいないため表を省略する。

整備・運用

非常勤職員

事務・技術

その他教育職種



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：年齢24歳～27歳,36歳～39歳及び56歳～59歳については該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定される

　　おそれのあることから、平均給与額を表示していない。

注３：年齢28歳～31歳以外については、該当者が4人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　第3四分位及び第1四分位を表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
平均年齢

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均人員分布状況を示すグループ
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人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

2 -           -           -           -           

1 -           -           -           -           

2 -           -           -           -           

7 33.1 4,019     4,311     4,424     

3 26.8 -           2,982     -           

注：本部係長・同相等職及び本部係員以外については該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定される

　　おそれのあることから、人員以外の項目については記載していない。

注：本部係長・同相等職以外については該当者が４人以下のため、当該個人に関する情報が特定される

　　おそれのあることから、四分位第1分位及び四分位第3分位については記載していない。

区分 計 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

標準的 事務局長 課　長 課長代理 係　長

な職位 企画室長 課長代理 係　長 係　員
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

20 1 該当者なし 1 3 該当者なし 4 7 3 1
（割合） （　 5.0%） （　 0.0%） （　 5.0%） （　15.0%） （　 0.0%） （　 20.0%） （　 35.0%） （　 15.0%） （　 5.0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

-           -           -           57～52 -           43～31 40～30 30～27 -           

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- - - 6,151～5,379 - 4,898～3,751 4,190～2,998 2,843～2,350 - 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- - - 8,115～7,119 - 6,606～5,008 5,486～4,019 3,708～3,089 - 

注：9級、7級及び1級については該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年齢（最高～最低）以下の

　　事項については、記載していない。

人員

年齢（最高
～最低）

　本部係員

 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（事務・技術職員）

事務局長 係　長審議役

年間給与
額(最高～

最低)

　本部課長・同相等職

　本部課長補佐・同相等職

　本部係長・同相等職

③

　本部部長・同相等職

係　員

所定内給
与年額(最
高～最低)

課　長



夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

57.5 62.3 60

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.5 37.7 40

％ ％ ％

         最高～最低 46.6～39.0 44.9～31.4 45.3～35.1

％ ％ ％

65.5 67.6 66.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.5 32.4 33.4

％ ％ ％

         最高～最低 38.4～20.8 35.7～29.9 35.3～27.1

⑤

対国家公務員（行政職（一）） 105.9

対他法人（事務・技術職員） 99.8

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

対国家公務員 １０５ ９

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

一律支給分（期末相当）

項目

一般
職員

区分

管理
職員

内容

④ 賞与（平成２４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

参考

　対国家公務員　　１０５．９

　　・非支給地：航空大学校所在地（宮崎市、帯広市、岩沼市）等

【主務大臣の検証結果】
俸給表は国と同一となっていることから、引き続き、国家公務員に準じて適正な給与
水準となるよう取組む。

地域・学歴勘案　　　１１６．１
【地域・学歴を勘案した影響】
都市部（東京都特別区等）の官署に在籍していた国家公務員からの出向者が多数
おり、これらの職員に対する地域手当の異動保障（調査対象人員中６５．０％が受
給）、広域異動手当（調査対象人員中５０．０％が受給）及び単身赴任手当（調査対
象人員中１０．０％が受給）等の支給が、対国家公務員指数（特に地域勘案、地域・
学歴勘案）を押し上げる要因となっている。

【指数の算出方法により指数が高くなっている理由】
事務・技術職員の調査対象人員は２０人と少ないため、各個人の諸手当の有無が指
数に大きく影響している。

《参考》
　○国家公務員における各手当の受給者割合
　　　・　地域手当異動保障（非支給地）　：　２４.３％
　　　・　広域異動手当　　：　１１.８％
　　　・　単身赴任手当　　：　８.２％
　　※　「平成24年国家公務員給与等実態調査（人事院）」より算出

　○国家公務員における地域手当の支給割合（平成２４年度）

・4級地（10％）：京都市等
・5級地（６％）：静岡市等
・6級地（３％）：札幌市等

地域勘案　　　　　　 １１５．４指数の状況
学歴勘案　　　　　　 １０７．８

　　・1級地（18％）：東京都特別区
　　・2級地（15％）：大阪市等
　　・3級地（12％）：名古屋市等

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由



　【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合】

　　23.2%　(平成24年度支出総額に対する割合)

　【管理職の割合】（平成25年4月1日時点）

　  23.1%　（※国における割合　17.0％）

　【大学卒業以上の高学歴者の割合】（平成25年4月1日時点）

　　34.7%　（※国における割合　53.4％）

　※「平成24年国家公務員給与等実態調査（人事院）」より算出

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　76.6％
（国からの財政支出額　2,144,290千円、支出予算の総額　2,797,992千円：平成24
年度予算）

【検証結果】
支出予算の大半が国からの財政支出によって賄われていることから、国の給与法改
正等に準じた給与規程の改正を行い、適切に運営していくこととする。

【累積欠損額について】
累積欠損額26,543,070円（平成23年度決算）

【検証結果】
累積欠損額については、ファイナンスリース取引に係る会計処理上の問題であり、近
年中に解消される見込である。

引き続き、国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取組む。

その他

【平成25年度に見込まれる対国家公務員指数】
　対国家公務員指数　１０２．６、地域・学歴勘案　１０９．７

講ずる措置

　給与水準の適切性の
　検証

Ⅲ　総人件費について

当年度
(平成24年度)

前年度
(平成23年度)

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

27,622

（△16.7％）

退職手当支給額

174,354

福利厚生費

△ 197,840983,429 1,181,269 △ 197,840 （△16.7％）

（△82.5％）157,504

753,364

△ 129,882（△82.5％）

（△10.6％） （△10.6％）△ 80,007673,357

比較増△減
中期目標期間開始時
（平成23年度）からの
増△減

17,897
非常勤役職員等給与

最広義人件費

156,457

108,096 （△5.1％）

（11.4％）（11.4％）

113,944 △ 5,848 （△5.1％） △ 5,848

17,897

△ 80,007

△ 129,882

区　　分

給与、報酬等支給総額



総人件費について参考となる事項

　対前年度比については、給与・報酬等総支給総額は１０．６％の減、退職手当支給額は８２．５％の減、また、

最広義人件費については、１６．７％の減となっている。

　主な要因としては、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法律第２号）に基づく

国家公務員の給与の見直しを踏まえた当校給与支給規程の見直し、国家公務員の退職給付の給付水準の

見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成24年法律第96号）に基づく国家公

務員の退職手当の見直しを踏まえた当校退職手当支給規程の見直しに加え、人員の削減及び新陳代謝に

よる給与等支給額の減少によるものである。

　人件費削減の取り組みについては「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から平成２２年度までの５年間で５％以上を基本とする削減等

の人件費に係る取り組みを第３期中期計画においても引き続き着実に実施するため「人事に関する計画」によ

り、基準日（平成２３年４月１日）における常勤役職員数１１２名を中期目標期間の最終年度（平成２７年度）まで

に約１０％程度削減することを指標としており、平成２４年度においては、平成２３年度人員数より３名（△2.7%）

削減した。
　

・給与特例措置による削減額の総額（平成24年度）

　△58,511千円

・退職手当見直し措置による削減額の総額（平成24年度）

　△3,148千円

Ⅳ 法人が必要と認める事項

　「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年８月７日閣議決定）に基づき、以下の措置を

講ずることとした。

【役員】【役員】

・平成25年３月29日以降に退職する役員について、国家公務員に準じた調整率（※１）を設定し、退職手当支給水

準の引下げを実施。

　※１　①退職日が平成25年３月29日～平成25年９月30日 　 98/100

 　　　 　②退職日が平成25年10月１日～平成26年６月30日 　92/100

          ③退職日が平成26年７月１日～　　　　　 　　　　　　　  87/100

【職員】

・平成25年３月29日以降に退職する職員について、国家公務員に準じた調整率（※２）を設定し、退職手当支給水

準の引下げを実施。

　※２　①退職日が平成25年３月29日～平成25年９月30日 　 98/100

 　　　 　②退職日が平成25年10月１日～平成26年６月30日 　92/100

          ③退職日が平成26年７月１日～　　　　　 　　　　　　　  87/100
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